学位論文（課程博士）提出の手引

　学位の授与を受けるためには、学位論文の提出から印刷公表まで、滋賀医科大学学位規程等の他に詳細な手続上の取り決めがあるので、あらかじめこの手引を熟読し手続きに遺漏のないように留意すること。

１　学位論文審査出願手続の前に

（１）学位論文審査出願者の資格

　　　　学位論文審査を願い出ることができる者は、滋賀医科大学大学院医学系研究科の最終学

　　　年に在学し、所定の単位を修得した者でかつ必要な研究指導を受けた者。

（２）学位論文

1 学位論文は、原則として単著とし１編に限る。ただし、参考として他の論文を添付する

　　　ことができる。

　　②　学位論文が共著の場合は、次の各項の要件を満たす場合に限り提出できる。

　　　ア　学位論文提出者は、筆頭著者であること。

　　　イ　学位論文提出者は、他の共著者から当該論文を学位論文として使用しても差し支えな　　　　い旨の承諾を得ていること。

　　　ウ　学位論文提出者は、他の共著者が当該論文を学位論文として使用しない旨の承諾を得　　　　ていること。

　　　エ　学位論文提出者は、その研究において中心的な役割を果たしたことを明確にするため、　　　　学位論文作成の過程において自らが担当した部分及び共著者各人が担当した部分につい　　　　てとりまとめた和文による報告書を作成すること。なお、共著者数が本人を含めて４名　　　　を超える場合は、その理由についても明記すること。（別紙記載例参照）

（３）学位論文の公表

　　①　学位論文は、原則として権威ある内外の学術誌に公表された論文とする。

　　②　公表が予定されているものは、権威ある内外の学術誌の編集委員会等の掲載予定証明書　　　（アクセプト）があれば公表論文とみなすことができる。

　　③　やむを得ない場合には、未公表の学位論文をもって代えることができる。未公表の学位

　　　論文は、学位の授与を受けた日から１年以内に印刷公表しなければならない。
　　④　未公表の学位論文が印刷公表されたときは、直ちに別刷２部を学生課に提出すること。
２　学位論文審査出願手続等

（１）学位論文審査出願手続

　　①　学位論文審査の出願期間

　　　　　１２月１日～２０日　午後５時まで（但し、土・日曜、祝祭日を除く）
　　②　学位論文等の提出先

　　　　　学位論文等は、指導教員の承認（所定用紙）を得た上で学生課に提出すること。

　　③　提出書類

　　　ア　学位論文審査願（所定様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

　　　イ　指導教員承認書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　　　ウ　学位論文が共著論文である場合は、他の共著者の承諾書（所定様式）　　１部

　　　エ　履歴書（所定様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部

　　　オ　学位論文の公表が予定されている場合は、掲載予定証明書　　　　　　　１部

　　　カ　学業成績証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

　　　キ　論文目録（所定様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部

　　　ク　論文内容要旨（所定様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部

　　　ケ　自己担当部分についての報告書（学位論文が共著論文の場合）　　　　　５部

　　　コ　学位論文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部（本紙）＋７部（写）

　　　サ　参考論文がある場合は当該論文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部

　　　シ　上記書類提出時に、氏名・論文題目（外国語の場合は和訳も）・掲載（予定）雑誌名をメール（ｱﾄﾞﾚｽ　hqgs@belle.shiga-med.ac.jp）

　　④　提出時の注意

　　　　　提出書類のうち５部提出するものについては、Ａ４サイズのレバー式ファィルを５冊

　　　　準備し、それぞれを５分冊にして提出すること（キ、ク、ケ、コ、サの順にレバーファイルに１部ずつはさむ。）。なお、１部又は２部の提出書類はいずれかのファイルに綴ること。また、提出書類の記載事項に誤記等があれば、訂正願うことがあるので必ず出願者本人が持参すること。

（２）学位論文審査及び講演会

　　　　学位論文は、大学院委員会に設けられた審査委員会で審査されるが、審査の過程におい　　　て講演会（研究発表会）を開催することになっているので準備しておくこと。　　　　　

（３）最終試験の方法

　　　　最終試験は、審査委員会で学位論文を中心として、その関連分野について口頭試問又は

　　　筆答試問の形で実施される。

（４）学位記の授与

　　　　審査委員会による学位論文の審査結果及び最終試験の結果は、大学院委員会に報告され　　　博士課程修了の認定及び学位授与が議決された後、日程を定めて学長から学位記が授与さ　　　れる。

３　学位論文及び参考論文の提出様式

　　　学位論文及び参考論文は以下の様式により提出すること。

（１）学位論文

　　①　表紙（本文が印刷製本されている場合も必要）
　　　ア　題目は、論文の内容を具体的かつ簡潔に示すものとし、論文が日本語の場合は日本語　　　　で、外国語の場合は、外国語で記載すること。

　　　　　なお、外国語の場合は、題目の下に（　）書で和訳を付記すること。

　　　イ　略語は、題目の中ではごく一般化されたもの以外は原則として使用しないこと。

　　　ウ　副題を付けることは差し支えないができるだけ簡潔なものにすること。

　　　エ　著者名は、称号を付けず姓名を略さずに記載すること。

　　　　　（戸籍抄本と一致させること。）

　　　オ　各ファイルの表面にも同様の表紙を貼付すること。

　　　　  表　紙　の　様　式

	　　　

　　　　　　   a  

         b      

             c   

             d   


	　

 ａ　学位論文又は参考論文の別（参考論文が２編以上ある場

　 合は、論文目録の記載順に番号を付けること。）

 ｂ　題目

 ｃ　滋賀医科大学大学院医学系研究科○○○系専攻

 ｄ　学位申請者名　


　　②　本文（印刷されていない場合）

　　　ア　使用する用紙は、学位論文が日本語の場合はＡ４判縦（約21㎝×30㎝）、外国語の

　　　　場合は国際判（約22㎝×28㎝）又はＡ４判縦（約21㎝×30㎝）とすること。

　　　イ　各用紙に頁数を付すこと。

　　　ウ　提出する学位論文１２部のうち５部は原本、他は副本とし副本は原本のコピ－でもよ

　　　　い。

　　　エ　学位論文は、長期の保管に耐えるように製本すること。

　　　オ　原本５部の写真はオリジナル・プリントを使用、他７部の副本はコピーでもよい。

　　　カ　学位論文は、受理後ただちに審査に入るので提出後に訂正等のないように吟味・推敲

　　　　の上、完成したものを提出すること。

　　　キ　受理した学位論文は返却しないので、申請の際に写しを取っておくことが望ましい。

（２）参考論文

　　　　参考論文として、学位論文を補足する論文あるいは関連分野の論文を提出することがで

　　　きる。

　　　　なお、参考論文作成については、学位論文に準ずること。

４　その他の提出書類記入上の留意事項

（１）論文目録（所定様式…別紙記載例参照）

　　①　論文題目が外国語の場合には（　）書で和訳を付記すること。

　　②　学位論文及び参考論文の公表が予定されている場合は、その旨を記載すること。

　　③　参考論文は、参考として添付する他の論文を列記すること。

（２）履歴書（所定様式…別紙記載例参照）

　　①　氏名は、戸籍抄本どおり記載し、通称・雅号等一切用いないこと。

　　　　なお、最下行の氏名は、必ず自署すること。

　　②　学歴は、大学入学以後の学歴を年代順に記載すること。　

　　③　誤りのないよう（×付属病院、卒業日、退職日等）、じゅうぶん確認して作成すること。

（３）論文内容要旨（所定様式）

　　①　要旨は、研究の目的・方法・結果・考察・結論の順に区分して要約すること。

　　②　要旨は、２０００字程度（1900～2100字）とすること。

　　③　論文題目が外国語の場合には、（　）書で和訳を付記すること。

（４）指導教員承認書（所定用紙）

　　　　学位論文を提出する場合は、必ず指導教員の承認書を添付すること。

（５）承諾書（所定様式）

　　　　学位論文が共著による場合は、必ず共著者全員の承諾書を添付すること。

（６）掲載予定証明書

　　　　学位論文の公表が予定されている場合は、必ず掲載予定証明する書類を添付すること。

参　考　

博士課程修了に係る学位論文審査に関する申し合わせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３年３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(大学院委員会決定,　　　　　　　　　)
　滋賀医科大学学位論文審査実施要項第３第３項第３号の未発表の学位論文の取扱いについて、次のとおり申し合わせる。

１　やむを得ない事情により、権威ある内外の学術誌の編集委員会等の当該学位論文に係る掲載　予定証明書が得られない場合にあっては、投稿受理書をもって出願時期の猶予を願い出ること　ができる。

２　前項により願い出た者は、翌年３月３１日で退学とする。

３　第１項により願い出た者について、大学院委員会小委員会は調査・審議を行い、翌年１２月　２０日までに掲載予定証明書が得られた場合又は印刷公表された場合に限り、大学院委員会の　議を経て学位論文を受理する。

４　前項により受理した学位論文の審査等の期間は、退学後１年を限度とし、これを超えること　はできない。

５　前項の審査等を経て、学位授与が可とされたときは、学位授与の日をもって学位記授与の日

　付とする。

６　この申し合わせは、平成３年４月１日から実施する。ただし、この申し合わせの実施日前に　最終学年に在学した者には適用しない。
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